
2023年度 宮古サッカーリーグ運営要綱  

運営委員会によって構成された運営委員を主の宮古サッカー協会（社会人委員会）、サッカーリー

グ加盟団体の協力により、運営を行う。 

1. 運営委員会  

・宮古サッカーリーグ加盟チームより１名(代表)を運営委員とし、運営委員会を組織する。運営委員

はチームを統括し、運営委員会の決議事項を尊守すべくチームの育成にあたる。よって、次の職

務を分担し、運営の円滑をはかる。 

運営委員長       運営委員会の決議による運営を管理する、チーム指導（社会人委員長） 

運営副委員長    委員長の補助(社会人副委員長) 

審判委員       審判指導(社会人審判委員) 

事務局長         庶務一般、通達事項、チーム指導(社会人事務委員) 

会 計            出納業務(社会人会計委員) 

広報部長         広報一般(社会人広報委員) 

運営委員        各チーム代表者（チーム統括・試合結果報告） 

2. 試合の運営（会場当番）  

・試合運営に当たっては、加盟各チームが当番制により試合を担当する。会場準備、審判 (4 級以

上)、結果報告は各チーム代表者の責任において、一切を統括する。 

・会場片づけは最後の試合の 2チームで協力して行う。(試合日程に片付けチーム記載) 

 ※本部・審判用具等の片付けは最後の運営チームにて行う。(審判用具等の紛失は運営チーム(2

チーム)の責任とし、追加金を徴収する) 

・試合運営担当チーム（会場当番の任務） 

１．試合開始(15分前)までに会場の整備および器具の取り付けを確認する。 

  ピッチサイズ：１０５ｍ×６８ｍを基本とする。 

２．試合運営は、当番２チームが５名以上（計１０名）で、主審、副審、記録、ボール拾いを行

う。（主審の笛がなり選手チェックを行う際に運営する２チームも集合して、各 5名づつい

るか人数確認をする。） 

審判(4級以上)は、１チームが主審、副審を行うのでなく、２チームで分担して行う。最後の試

合の記録員(各チーム代表者)は、試合終了後(当日)、Ｍリーグ代表グループＬＩＮＥへ報

告(結果写真)すること。 

 

 

 

 



3. 加盟チーム負担金  

 

・チーム登録料   金 30,000 円（20,000 円は必要経費、県民活動費、県民体育大会協力金・備

品等)、10,000 円はサッカー協会登録費） 銀行振り込みとする。(30,000 円を社会人委員会へ

振込、社会人委員会から協会へﾁｰﾑ登録費として 10,000振込) 

・保険料  スポーツ保険加入金 

・個人登録料  一人 1,500円(宮古ｻｯｶｰ協会の口座へ直接入金) 

 

なお、その他必要な経費においては、加盟チーム了解の元で別途追加徴収することができるものと

する。  

                        

4. 登録方法  

１、 チーム登録 

チーム登録は、チーム加盟金を下記の銀行口座に振り込み、振込明細書をＭリーグ代表グル

ープＬＩＮＥへ報告する。 

２、 個人登録 

個人登録は、氏名、年齢を記入し、スポーツ安全保険振込み証明書と一緒に、Ｍ 

リーグ代表グループＬＩＮＥへ報告する。（スポーツ安全保険は、所定用紙に記入後、銀行振り込

み又はスポ安ねっとインターネット申し込みをもって加入となり、翌日より保険対象となる。）追加

登録料振込の場合は、個人名でなくチーム名で振り込みを行う。  

≪口座番号≫ 

         （社会人委員会口座）（チーム登録料） 

琉球銀行宮古支店 普通口座 ９９２２９８ 

宮古ｻｯｶｰ協会 社会人委員会 

 

           （宮古ｻｯｶｰ協会口座）（個人登録料） 

                 琉球銀行宮古支店 普通口座 ０７１６６２７ 

                    宮古ｻｯｶｰ協会 会長 宮国敏弘  

 

 

 

 

 



5. チーム加盟  

・加盟は、大会指定期日までに社会人委員会事務局に手続きをとること。 

 

6. 参加資格  

・宮古サッカーリーグ運営委員会に登録された 20才以上の選手 （プロ選手は除く） 

・18才未満の選手（高校生・未成年に関しては、保護者の承諾書を委員会へ提出） 

・各チームに 4級審判以上の資格を有する者が、5名以上いること。 

・新規参入ﾁｰﾑに関しては、審判有資格者 2名以上とする。 

  

・(各チームは審判証明書(写し)と選手登録票を開幕前日までに社会人委員会に提出する) 

又は PDFデータで LINEにて報告する 

7. 登 録  

・登録選手には、番号を付することとする。 

・参加チームは、運営上の責任を果たすチームでなくてはならない。 

・大会期間中の他チームへの移籍は認めない。（ただし、試合を消化していない場合を除く） 

・追加登録選手は、試合の当日までに、個人登録費の振込、スポーツ保険の加入の証明書をＭリー

グ代表グループＬＩＮＥに送り、社会人委員会の確認ができれば、出場できるものとする。 

8. ユニフォーム  

・ゴールキーパーを除き、全て（上着、パンツ、ソックス）同一意匠のものを着用しなければならない。 

・各選手の背番号は固定なしとするが、毎試合ごとに提出するメンバー表に記載されてる番号以外

は着用してはならない。（ただしキーパーは除く） 

・ＧＫの、ユニフォームは、相手ＧＫと同色でもよいが、自チーム、相手チームとは、異なる色でなけれ

ばならない。（ただし、パンツ、ソックスは除く） 

・ＧＫは背番号なしでもよしとする。 

・背番号は、０～200番  までとする。 

10. 組み合わせ日程  

 

・試合の日程の変更は、原則として行わないものとするが、チーム事情で相手チームの了承が得ら

れ、７日前であれば日程(試合時間)の変更を認める。(運営委員会により日程変更)  

 （各チーム日にち変更は 2回まで、ただし試合時間の変更は含まない）        

・試合の予備日は、リーグ最終後決定する。 



11. 競技規則  

・競技規則は、２０２３年度日本サッカー協会競技規則に準ずる。 

・試合時間は３０分・１０分・３０分とする。 

・クーリングブレイクは 3分間とする 

・メンバー表提出は、試合１０分前迄に行う。 

・毎週日曜日開催(前福・陸上競技場) 

・予定日以外（予備日など）は、その都度運営委員会で話し合い、決定する。 

 

12. 選手の交替  

・選手交替の人数については、上限を設けないが、交替回数については 3 回（ハーフタイムを除く）ま

でとする。 

・また、一度退いた競技者も再び出場でき、3回(ハーフタイムを除く)まで交代可能とする。 

リーグ戦、トーナメント両方で採用 

13. 競技方法・表彰  

参加チーム総当たりのリーグ戦を行い、全リーグ終了後の順位をもとに、上位,下位リーグに分けてト

ーナメント戦を行う。 

【リーグ戦】 

同点延長戦は行わず、勝点制を採用する。 

勝者  3点   引き分け 1点    敗者  0点 が与えられる。 

勝ち点数が同点の場合 

以下により順位を決定する。 

１、 全試合の得失点差 

２、 全試合の総得点の多いチーム 

３、 該当チームの対戦成績での勝ちチーム 

【トーナメント】 

60分で勝敗が決しない場合延長戦は行わず即 PK戦を行う。 

決勝戦のみ 60 分で勝敗が決しない場合前後半 20 分の延長戦は行いそれでも勝敗が決しない場

合ＰＫ戦で勝敗を決する。 

【表彰】 

上位、下位リーグの優勝チーム計 2チーム 

得点王・リーグ戦の総得点 1位の選手 

 

 



14. 開会式・閉会式  

・開会式・閉会式への参加を、各チーム 3名以上の参加を義務づける。（予定） 

 

15. 罰 則  

・会場設営チームが、試合開始前迄に整備および器具の取り付けを終了できなかった場合。 

・試合開始前までに 7名に満たないチーム（不戦勝のチームには、勝点３、得失点＋２を与える。） 

・試合運営（試合開始前）に各チーム５名以上(審判を含む)いなかったチーム。 

・試合運営に有資格者(4級以上)を配置出来なかったチーム  

・登録されていない選手が試合に出場したチーム 

・日にち変更を 3回以上したチーム 

以上の事を守れなかったチームは罰金 1万円を徴収する。 

警告は累積３枚になった場合は、次の試合は出場できない。また、退場になった場合は、次の試合

に出場できない。1試合 2枚警告受けた選手は、即退場とする。 

その他、何らかのトラブルが生じた場合は、運営委員会で審議し、これを解決していく。 

＊基本的なルールは各チームで連絡、確認してください。 

運営本部にて熱中症対策グッズを準備するが負傷・疾病に対しては基本主催者側の責任はないも

のとする。 

 

令和５年宮古サッカー協会社会人委員会メンバー 

 

委員長        仲宗根功次 

副委員長        砂川亮太 

会計長         奥原隆仁 

広報長          田名 誠 

事務局長        内間申一郎 

審判長         久志隆之 

監査         川平健 

 


